
2019年11月15日 

お客様 各位 

東 北 労 働 金 庫 

預金規定改定のお知らせ 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

2018 年 1 月 1 日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に

関する法律」（以下「休眠預金等活用法」といいます。）ならびに金融庁が公表した「マ

ネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「マネロン

ガイドライン」といいます。）を踏まえ、下記のとおり預金規定を改定いたしますので、

お知らせいたします。なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さ

まにも適用されます。 

改定の内容 

休眠預金等活用法の施行およびマネロンガイドライン公表を踏まえ、以下の条項を新設、

追加・変更いたします。 

なお、普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。（※条項番号は、各

預金規定により異なります。） 

 

【休眠預金等活用法への対応】 

普通預金規定（抜粋）「休眠預金等代替金に関する取扱い」条項の新設 

18．（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に

係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有す

ることになります。 

(2)前記(1)の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権

の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預

金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代

替金債権の支払を受けることができます。 

(3)預金者等は、前記(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等



活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当

金庫に委任します。 

① この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮

差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

② この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと 

(4)当金庫は、次の①②に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前記(3)

による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前記(3)にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた

預金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

 

【マネロンガイドラインへの対応】 

普通預金規定（抜粋）「届出事項の変更、通帳の再発行等」条項の変更 

7.（届出・提示事項の変更、通帳の再発行等） 

 (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名（名称）、住所その他の届出・提示

事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店または当金庫本支

店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

普通預金規定（抜粋）「取引の制限等」条項の新設 

11．（取引の制限等） 

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出

期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理

由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にも

とづく取引の一部を制限する場合があります。 

(2) 当金庫は、日本国籍をお持ちでない預金者に対し、公的書類による在留資格・在留

期間（満了日）・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間（満了日）

を超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく預金取引の一部を制限する

場合があります。 

(3) 前 2 項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内



容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリ

ング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、当金庫の利用資格等への抵触のお

それがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制

限する場合があります。 

(4) 前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、当金庫の利用資

格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取

引の制限を解除します。 

普通預金規定（抜粋）「解約等」条項の一部追加・変更 

12．（解約等） 

(1)、（２）および（４）～（６）（省略） 

(3) 次の①から④の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、ま

たは預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとしま

す。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通

知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。 

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座

の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が前記 9(1)に違反した場合 

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、当金庫

の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認め

られる場合 

④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると

認められる場合 

 

改定対象の預金規定 

【休眠預金等活用法への対応】 

普通預金規定、貯蓄預金規定、期日指定定期預金（ワイド定期）規定、自由金利型定期

預金<M 型>（スーパー定期）規定、自由金利型定期預金（大口定期）規定、変動金利定期

預金規定、エース預金「エンドレス型（ワイド型）」規定、エース預金「エンドレス型（ス

ーパー型）」規定、エース預金「エンドレス型（まとめ周期選択型）」規定、エース預金

「確定日型（ワイド型）」規定、エース預金「確定日型（スーパー型）」規定、エース預



金「年金型（ワイド型）」規定、エース預金「年金型（スーパー型）」規定、通知預金規

定、普通預金無利息型（決済用預金）規定、当座勘定規定 

 

 

【マネロンガイドラインへの対応】 

総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、期日指定定期預金（ワイド定期）規

定、自由金利型定期預金<M 型>（スーパー定期）規定、自由金利型定期預金（大口定期）

規定、変動金利定期預金規定、エース預金「エンドレス型（ワイド型）」規定、エース預

金「エンドレス型（スーパー型）」規定、エース預金「エンドレス型（まとめ周期選択型）」

規定、エース預金「確定日型（ワイド型）」規定、エース預金「確定日型（スーパー型）」

規定、エース預金「年金型（ワイド型）」規定、エース預金「年金型（スーパー型）」規

定、一般財形預金規定、財形住宅預金規定、財形年金預金規定、通知預金規定、普通預金

無利息型（決済用預金）規定、当座勘定規定 

 

改定預金規定の適用日 

２０１９年１１月１８日 

 

以 上 


